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問合せ先　　保健センター福祉課（福祉事務所）　　☎７５－４１０２

問合せ先　　保健センター福祉課（福祉事務所）　　☎７５－４１０２

高等職業訓練促進給付金について

自立支援教育訓練給付金事業について

　ひとり親家庭の人で、対象資格取得のために養成機関などで１年以上修業する場合、修業期

間中の生活費の負担軽減を図るため、給付金を支給します。

　なお、給付金を受け取る場合、事前に福祉事務所職員と面談が必要です。

対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以下の全ての要件を満たしている人

・児童扶養手当を受給、もしくは同等の低水準の人

・養成機関において１年以上の課程を修業し、資格取得が見込まれる人

・修業または育児と修業との両立が困難であると認められる人

・過去に同様の給付金制度を受給していない人

対象資格　　　　　　　　　　　　　　　　

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、歯科衛生師、

調理師など

支給額
・住民税非課税世帯の場合　１００，０００円 / 月（最終年度１４０，０００円 / 月）

・住民税課税世帯の場合　　　７０，５００円 / 月（最終年度１１０，５００円 / 月）

　ひとり親家庭の人には職業経験等が乏しく、技能も十分でないまま生活のために職につかな

ければならないケースがあるため、個々の主体的な能力開発の取り組みを支援し、ひとり親家

庭の自立を促進するため、給付金を支給します。

　なお、給付金を受け取る場合、事前に福祉事務所へ申請が必要です。

対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以下の全ての要件を満たしている人

・児童扶養手当を受給、もしくは同等の低水準の人

・受講開始日現在において雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと

・支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して

　当該教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められるものであること

対象資格　　　　　　　　　　　　　　　　

・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座

・就業に結び付く可能性が高い講座

・その他、福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座

支給額
・教育訓練のために支払った費用の６０％（上限２０万円）

山広報R6.2月号.indd   8山広報R6.2月号.indd   8 2024/01/16   11:34:402024/01/16   11:34:40


